
１．職員の任免及び職員の数の状況

町長部局等

教育委員会

公営企業等

計

　（注）町長部局等には、町長部局・議会事務局・農業委員会事務局を含みます。

（２）部門別職員数の状況は次のとおりです。（各年４月１日現在）

区　　分

部　　門 平成２９年 平成３０年

83 78 △ 5

22 24 2

47 48 1

4 4 0

15 15 0

171 169 △ 2

(注）町から給与を支給される常勤の職員で、一般職に属する者。

（３) 一般行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

区　　分 職員数 構成比

１　　級 15人 14.2%

２　　級 13人 12.3%

３　　級 16人 15.1%

４　　級 18人 17.0%

５　　級 23人 21.7%

６　　級 9人 8.5%

７　　級 12人 11.3%

（注）１　東庄町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

       ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

       ３　級別構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、これらの合計が100.0(％)にならない場合

東庄町人事行政の運営等の状況の公表

公営企業
等会計

病院事業

水道事業

国保・介護・訪問看護等

合　　　　計

2 0

14 8

職員数（人）
増減数(人）

普通会計
一般行政部門

教育部門

（１）平成２９年度に採用・退職した職員の状況は次のとおりです。

採用者数（人） 退職者数（人）

11 6

1 2

係長、次長

課長補佐、次長

課長、主幹

　町民の皆さんに町の人事行政の運営等を理解していただくため、「東庄町人事行政の運営等
の状況の公表に関する条例」に基づき町の職員の任免、給与などの状況を公表します。

標準的な職務内容

主事、主事補

主任主事、主事

副主査、主任主事

主査
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２．職員の給与の状況

（１）普通会計決算の人件費の状況は次のとおりです。 （単位：人、千円）

住民基本台帳

人口（各年度末）

平成２８年度 14,388 4,785,924 435,656 909,729 19.0%

平成２９年度 14,206 4,985,931 344,036 915,249 18.4%

（２）普通会計決算の給与費は次のとおりです。 （単位：人、千円）

１人当り給与費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 合　計 B/A

平成２８年度 101 375,131 38,795 141,288 555,214 5,497

平成２９年度 105 357,150 36,819 133,287 527,256 5,021

　（注）　職員手当には児童手当及び退職手当は含みません。

（３）職員の平均給与月額の状況 （各年度４月１日現在）

①一般行政職 （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

平成２９年度 41.7
平成３０年度 41.7
②技能労務職 （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

平成２９年度 53.9
平成３０年度 54.3
③教育職（幼稚園） （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

平成２９年度 48.9
平成３０年度 49.9
（注）１　「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　　　　すべての諸手当の額を合計 したものです。

（４) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在） （単位：円）

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

大　学　卒

短　大　卒

大　学　卒

短大３年卒

短大３年卒

短大２年卒

　（注）　人件費とは職員に支給された給与・退職手当・共済組合事業主負担金・公務災害補償基金負担金・
　　　特別職に支給された給与などの総額です。実質収支の額は、その団体の純余剰または純損失の額を
　　　示すものです。

311,066

平均給料月額 平均給与月額

315,900 352,273
309,000 350,424

区分 歳出額　A 実質収支 人件費　B 人件費率B/A

平均給与月額

289,300 303,145
287,100

平均給料月額

区分 職員数　A
給与費　B

一般行政職

技能労務職

教　育　職

医
療
職 211,900

151,500
140,400
128,900
201,100

206,400

保　健　師

看　護　師

217,500
211,900

区　　　　　分

172,700

職員の初任給

185,800

平均給与月額

372,500 375,550
368,000 372,875

平均給料月額
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（５）特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

期末手当

町　長 785,000円 （706,500円）

副町長 644,000円 （595,700円）

教育長 565,000円 （536,750円）

議　長 298,000円

副議長 243,000円

議　員 220,000円

（注）　報酬月額等の（　）内は、減額措置による減額後の額です。

（６）職員の手当の状況（平成３０年４月１日現在）

子 １人につき　１０，０００円

子以外 １人につき　 ６，５００円

16歳から22歳までの子 １人につき　 ５，０００円 加算

借家の場合（家賃１２，０００円を超える場合のみ）

　　家賃に応じて２７，０００円を限度として支給

公共機関等（電車等）

　　原則として定期券代を全額（６か月定期の額）支給

自家用車等

　　２キロ以上において距離に応じて２，５００円から３１，６００円の間

その他 管理職手当、初任給調整手当

特殊な勤務に従事したときに支給

夜間看護手当など医療職を対象とした６手当

その他 休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当

期末手当　勤勉手当

2.6月分 1.8月分

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

　定年前早期退職特例措置　（２％～２０％加算）

（注）町から給与を支給される常勤の職員で、一般職に属する者

報　　酬 2.6月分

4.4月分

区　　　　分

扶養手当

住居手当

通勤手当

勤
務
実
績
に
応
じ
て

支
給

時間外
勤務手当

臨
時
に
支
給

期末・勤勉手当

退職手当

自己都合

正規の勤務時間外の勤務に対し、規則で定める割合を乗じた額を支給
　正規の勤務時間が割り振られた日における勤務　100分の125
　上記以外の勤務（週休日）　　100分の135
　（注1）午後10時から翌日の午前5時まで（深夜）はその割合に100分の25を加算
　（注2）月60時間を超えた時間外勤務についての支給割合は100分の150（深夜は100
分の175）

特殊勤務手当

勧奨・定年

報酬月額等

給　　料

毎
月
決
ま

っ
て
支
給
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1)平成３０年４月１日現在の勤務時間は、原則として次のとおりです。

8:30 17:15

（8：00） （16：45）

　 　　２．学校用務員、幼稚園教諭及び病院職員は上記以外の勤務割り振りになります。

　　 　３．水曜日の窓口業務の延長など、一部、時差出勤制度を導入しています。

 (2)休暇制度について

①平成２９年度の年次休暇の取得状況は次のとおりです。

②年次休暇のほかに療養休暇、特別休暇（結婚、忌引き等）及び介護休暇などがあります。

③平成２９年度の育児休業等の取得状況は次のとおりです。

うち育児休業 うち部分休業 うち育児短時間

取得者数 取得者数 勤務取得者数

男性職員 1

女性職員 3 2 3 3

計 3 2 0 4 3 0 0

４．職員の分限及び懲戒の状況

　平成２９年度の分限処分及び懲戒処分の状況は、次のとおりです。

降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職

1 0 0 0 1 0 0 1

５．職員の服務の状況

（１）地方公務員の規定による職務上の義務

　　①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止

　　③秘密を守る義務 ④職務に専念する義務 ⑤政治的行為等の制限

　　⑥争議行為等の禁止 ⑦営利企業等の従事制限

（２）営利企業等の従事許可の状況

　平成２９年度中に営利企業等の従事許可はありませんでした。

１週間の
勤務時間

開始時刻 終了時刻 休憩時間

育児
短時間勤務

　　　　職員の一定の義務違反に対する責任を問う処分です。

22.9

　(注）　「分限処分」とは、職員が職務を十分に果たし得ないことについて行う処分で、「懲戒処分」とは、

１２：００～１３：００３８時間４５分

 （注）１．（　）内は学校給食センターの勤務時間です。

消化率（％）部局

分限処分（人） 懲戒処分（人）

育児休業 部分休業

土曜日

日曜日及び

　  育児休業等対象者数

平均取得日数（日）

平成２９年度の取得者数 平成２９年度中に新たに取得可能となった職員

町長部局

週休日

8.8

　　　に採用された者、退職した者、当該期間中に育児休業、休職の事由がある職員、派遣職員を除きます。

（注）　H29.4.1～H30.3.31の全期間を在職した非現業の一般職員のうち、交代制勤務職員、当該期間の中途
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６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理に関するもの

（２）職員の福利厚生に関するもの

８．職員採用試験の状況

平成２９年度東庄町職員採用試験実施結果（平成３０年４月１日採用）

一　次 一次試験 二次試験 採用

試験日 合格者数 合格者数 者数

９．千葉県市町村公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求に係る事項

　　　東庄町職員に係る案件はありません。

（２）不利益処分についての審査請求係る事項

　　　東庄町職員に係る案件はありません。

1 1 1 0

0

1

若干名 H29.9.17 7 7 3 1

１名 H30.2.4 4 4 1

１名 H30.1.19 3 3 1

申込者数

　職員の能力向上のため、香取広域市町村圏事務組合で行っている共同研修及び千葉県自治研修
センターで行う研修等を受講させています。この他、千葉県町村議会議長会主催による議員共済会の
研修に議会事務局職員が、千葉県教育委員会主催による研修に教育委員会職員が、千葉県及び千
葉県農業会議主催による農地事務・農業者年金事務研修会に農業委員会事務局職員が参加していま
す。
　また、職員の執務について、能力や実績などに関しての人事評価を行い、その結果に基づき、昇給
や昇任を行っています。

（平成２９年度）

（平成２９年度）

募集人員 受験者数

1

職　　種

社 会 福 祉 士 職

保 健 師 職

一般行政職 上級

技術職(土木)上級

一般行政職 初級

（平成２９年度）

　事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うため、定期健康
診断、生活習慣病予防検診、がん検診を実施しており、平成２９年度は１０９人が受診し、１，２４１，９５６
円の公費負担額となっています。
　また、職員の感染症予防により、公務の継続性を確保することを目的に、７７人にインフルエンザ予防
接種助成を行い、１１５，５００円を公費負担しました。

　職員の生活の安定と福祉の向上を図るため、健康保険や年金業務を行う千葉県市町村職員共済組
合に加入しています。また、千葉県市町村職員互助会に１６６名分の厚生費として２１１，６０８円を公費
負担しました。

若干名 H29.7.23 21 17 5 3 3

0１名 H29.7.23
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